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１ 目的 

このマニュアルは、浜松市が発注する建設工事及び建設工事関連業務（以下

「工事等」という。）に関して発生した事故を迅速かつ適切に処理するため、事

故の報告等に関する手続について必要な事項を定める。 

２ 報告の対象 

事故発生時の報告は、次のものを対象とする。 

（１）労働災害 

工事等関係者が死亡又は負傷（入院又は通院加療を要するもの）した事故 

（２）もらい事故 

第三者の行為が原因で、工事等関係者が死亡又は負傷した事故 

（３）負傷公衆災害 

工事等の作業が原因で、第三者が死亡又は負傷した事故 

（４）物損公衆災害 

工事等の作業が原因で、市又は第三者の資産に損害を生じさせた事故 

３ 事故の報告 

（１）受注者がすべきこと 

① 救護 

② 被害拡大の防止 

③ 現場の安全を確保するための措置 

④ 事故の連絡、報告、 

連絡：警察、消防、その他の関係する機関に連絡 

報告：工事等事故速報を作成し発注者（監督員）に報告 

（２）発注者（監督員）がすべきこと 

受注者より事故の報告があったときは、事故の状況を把握し、速やかに所

属長に報告を行うものとする。 

（３）事故の報告様式 

発注者（監督員）から指示のない場合には、【別紙１】工事等事故速報の

様式を使用する。 

※浜松市ホームページからダウンロードできます。 
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（４）【別紙１】工事等事故速報へ記載する際の注意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箇条書き 

事実のみ、憶測で記載しない 

時系列で整理する 

憶測した内容と事実の内容を混同しないよう注意 
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４ 建設工事事故データベースシステムへの登録 

受注者ならびに発注者（監督員）は、国土交通省が所管する建設工事事故デー

タベースシステム（以下「ＳＡＳ」という。）への登録が必要な建設工事におけ

る事故が発生した場合には、速やかに所定の手続を行うものとする。 

ＳＡＳへの登録の詳細については「建設工事事故データベースシステムのガイ

ドライン」を参照すること。 

 

ＳＡＳへの登録の対象 

 

◆「建設工事事故データベースシステムのガイドライン」 

 

 

 

 

 

◆「建設工事事故データベースシステムへの登録」 

 

 

 

 

工事等での事故において、 

・死亡又は休業４日以上の負傷（労働災害、もらい事故、負傷公衆災害） 

・第三者の死傷に繋がる可能性が高かった事故（物損公衆災害） 

ＱＲコード URL https://sas.hrr.mlit.go.jp/ 

ＱＲコード URL 
https://sas.hrr.mlit.go.jp 

       /docs/sas_guideline.pdf 


